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1. 商品概要 

この商品は、産業廃棄物の処理に必要な「マニフェスト伝票」と、その伝票に入力した

廃棄物の数量を集計することができます。 

旧製品商品「産廃マスター」と違い、任意様式を追加登録の上、運用することができます。 

 

1.1. 既存商品（「産廃マスター」）との比較 
 

  産廃マスターＶ２（販売終了） ＷａｓｔｅＷａｓｔｅＷａｓｔｅＷａｓｔｅ ＭａｎａｇｅｒＭａｎａｇｅｒＭａｎａｇｅｒＭａｎａｇｅｒ 

搭載している 

マニフェスト数 
３種類 ３種類３種類３種類３種類 

データの共有 ファイル共有型データベース 
クライアントアンドサーバークライアントアンドサーバークライアントアンドサーバークライアントアンドサーバー 

型データベースシステム型データベースシステム型データベースシステム型データベースシステム 

任意書類の 

作成と追加 
追加作成は不可能 追加作成可能追加作成可能追加作成可能追加作成可能 

データベース 

エンジン 
DBISAM 

SQL Server2000 

MSDE2000 

スキャナの必要度 なし ありありありあり 

マニフェスト内容

の“紐つけ”機能 
なし ありありありあり 

数量割り振り機能 

 

あり 

但し 1種類 

ありありありあり 

複数設定可能複数設定可能複数設定可能複数設定可能 

接続数 ５台まで 無制限無制限無制限無制限(OSによる制限ありによる制限ありによる制限ありによる制限あり) 

バーコードリーダ

ーによる交付番号

の自動読み込み 

なし 

ありありありあり 

（※バーコードリーダーは（※バーコードリーダーは（※バーコードリーダーは（※バーコードリーダーは 

別途購入が必要）別途購入が必要）別途購入が必要）別途購入が必要） 

産廃物排出集計表

の種類 

ユーザーによる設定が可能だが、 

3種類まで 
ユーザーによる複数設定可能ユーザーによる複数設定可能ユーザーによる複数設定可能ユーザーによる複数設定可能 

業者表示 
表管理だが、排出事業者・収集運

搬業者・処分業者の区分がない。 

「マーク」を排出事業者・収集運「マーク」を排出事業者・収集運「マーク」を排出事業者・収集運「マーク」を排出事業者・収集運

搬業者・処分業者毎に設定可能搬業者・処分業者毎に設定可能搬業者・処分業者毎に設定可能搬業者・処分業者毎に設定可能 

廃棄物の数量換算 1種類 複数種類作成可能複数種類作成可能複数種類作成可能複数種類作成可能 

ソフトウエア管理 ソフトキーの発行で対応 ソフトキーの発行で対応ソフトキーの発行で対応ソフトキーの発行で対応ソフトキーの発行で対応 

価格 20 万円（税別） 50万円万円万円万円(税別税別税別税別) 
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1.2. 商品仕様 
 

ＯＳ Windows2000 Professional 

WindowsXP ,Vista ,Seven 

Windows95、98、Meは動作保障対象外です。 

プリンタ Windows 対応ドットインパクトプリンタ（マニフェスト伝票の 

印刷に必要。推奨機種：ＯＫＩ社 MICROLINE8480シリーズ）、 

マニフェスト以外の用紙の印刷に、上記項目ＯＳ対応のレーザープ

リンタやインクジェット方式のプリンタなど 

パソコン本体 CPU：Processor 1.5GHz 以上を推奨 

メインメモリ：256MB 以上を推奨 

インストールに必要なＨＤ空き領域：200MB 以上 

（1GB以上を推奨） 

ディスプレイ解像度：1024×768以上を推奨 

データベースエンジン形式 Microsoft SQL Server2000、またはMSDE2000 

※ このバージョン以外には対応しておりません。 

また、作成したデータはMO 等の記録媒体に保存ができます。 

LAN 対応 複数ユーザーからデータベースファイルを同時アクセス可能 

データベースが格納されているフォルダをフルアクセスで共有す

ることで対応可能 

マニフェスト関連 
搭載マニフェスト 直行用マニフェスト、積替用マニフェスト（社団法人全国産業廃棄

物連合会 発行） 

建設系廃棄物マニフェスト（建設九団体副産物対策協議会 発行） 

委託契約書 建設廃棄物処理委託契約書（建設資料普及センターより発売のもの

を搭載） 

実績報告書 産業廃棄物運搬実績報告書 

産業廃棄物処分実績報告書 

フォーム・文書作成機能 

スキャナ 32bitTWAIN対応スキャナ 

読込サイズと解像度（モノクロ原稿）の上限 

・Ａ0：200dpi 

・Ａ1：400dpi 

・Ａ2：500dpi 

・Ａ3：600dpi 

・Ａ4：600dpi 

・Ｂ1：200dpi 

・Ｂ2：400dpi 

・Ｂ3：600dpi 

・Ｂ4：600dpi 

・Ｂ5：600dpi 
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様式の取り込み ＴＷＡＩＮ規格のスキャナ 

ＢＭＰ形式、ＴＩＦＦ形式の画像データ 

表作成機能 行数・列数指定可、セルの結合可能（横方向のみ） 

マーク機能 フィールドに対して取り消し線・斜線・○囲みマーク等を設定可能 

図形機能 あり（罫線の描画に利用する事も可能） 

OCR機能 スキャニングしたイメージ上の文字・罫線の認識 

計算機能 四則計算・文字の転記 

イメージ貼付け スキャナ・任意の画像ファイル(JPG･TIF･BMP)を貼付け可能 

印刷機能 
基点位置補正 0.1mm単位 

累積誤差補正 0.1mm単位 

印刷可能データ 背景イメージ・テキスト・図形・貼付けイメージ 

連続帳票対応 プリンタに依存 

複写伝票対応 プリンタに依存 
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1.3.商品運用のフローチャート 

 

マニフェスト管理システム 起動 

マニフェスト伝票の作成 

委託契約書等の文書作成 

マスタメンテナンス起動 

様式マスタ起動 

様式の編集、追加作業 印刷・保存(ｼｽﾃﾑに登録) 

印刷・保存(ｼｽﾃﾑに登録) 印刷・保存(ｼｽﾃﾑに登録) 

○ 商品の通常運用で行う手順です。 

ログイン（SQL SERVERへの接続） 

データベースの作成 

データベース管理システム 起動 

※ 導入初回時に行う内容です 

産廃マスター ＣＳＶツール 起動 

○「産廃マスター」ご利用の場合 

産廃マスターデータのＣＳＶデータ化 

ＣＳＶデータ化された「産廃マスター」

のコンバート作業 

データベースの退避 

保存先指定 

データベース管理システム 起動 

退避（バックアップ）完了 

○ データのバックアップと復帰手順です。 

データベースの復元 

復元データ保存先指定 

データベース管理システム 起動 

復元完了 
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1.4.商品導入構成例 
 

単体（スタンドアロン）の場合 

 

 

 

ＬＡＮ（複数台で運用、クライアントアンドサーバー）の場合 

 

 

 

ＬＡＮ（複数台で運用、P2P）の場合 

 

※ＬＡＮ上のパソコン１台を「サーバー」に見立て、そのパソコンにデータを保存 

させます。 
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2. 商品の導入 

2.1. インストールの前に 
商品はMicrosoft SQL Server2000 、またはMSDE2000 のデータベースエンジンを
使用しており、このバージョンで起動します。 

このバージョン以外のＳＱＬ ＳＥＲＶＥＲや、ＭＳＤＥを使用しているソフトウエ

アがインストールされているパソコンで、このバージョン以下のものが既にインスト

ールされていると、弊社の「Ｗａｓｔｅ Ｍａｎａｇｅｒ」が起動しません。 

既にインストールされているＳＱＬ ＳＥＲＶＥＲのバージョンが変わることで 

今までＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒを介して起動していたソフトウエアが動かなくなります

ので、インストール前のパソコン環境を十分に確認の上、お客様へのご提案と御指導、

デモ版の起動をしてください。 

 

○ ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒ、ならびにＭＳＤＥのバージョンが２０００以下の
場合でも起動する場合がありますが、動作保障は致しません。 

 

特に「会計」や「財務」に関するソフトウエアにはＳＱＬ ＳＥＲＶＥＲ、ならびに

ＭＳＤＥを使用しているものが数多くあります。ご注意下さい。 

 

SQL SERVERが起動していると、パソコンの右下画面にマークが出ます。 

 

このマークを右クリックするとバージョン情報の確認ができます。 
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2.2. 商品のインストール手順 
2.2.1.  マニフェスト管理システムのインストール 

商品をＣＤドライブに挿入すると、以下の画面が出てきます。 

 

 

「マニフェスト管理システム インストール」をクリックします。 

 

 

インストールウィザードが表示されます。 

次へ(N) ＞ ボタンを押し、次に進みます。 
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インストール先を変更する場合： 

この画面が表示されている時に、変更(C) ボタンを押します。 

 

「インストール先フォルダの変更」画面が出てきます。 

 

フォルダ名(F)：に表記されている文字を変更し、入力することでインストール先の変更が

できます（上図は C ドライブでなく、Ｄドライブへの変更を行ったものです） 

 

 

インストール先フォルダの 

選択画面が出てきます。 

通常のインストール先は 

左記画面にも表示しています 

 

C:¥CBO¥sanpai 

(デモ版はC:¥CBO ¥sanpai_demo) 

へインストールを行います 
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インストール先変更で行ってはいけないこと： 

 

上図のように Ｃ：￥ や Ｄ：￥ などの“ドライブのルート”という箇所にインストールをす

ると、商品が起動しないばかりか、Windows（ＯＳ）にも悪影響を及ぼします！ 

 

インストール先が決まったら OK ボタン押します。インストール準備ができたことを示す

画面が出てきます。 

インストール(I) ボタンを押し、インストール作業を行います。 

 

上記の画面が出てきたら、インストールは成功です。完了(F) ボタンを押します。 
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2.2.2. データベース管理システムのインストール 

商品の起動に必要な「データベース管理システム」のインストールを行います。 

※サーバーに「データベース管理システム」をインストールする際、“クライアント”と 

して利用するパソコンには、インストールする必要はありません。 

 

 

「データベース管理システム」インストールをクリックします。 

 

インストールシールドウィザード画面が出てきます。OK ボタンを押して次へ進みます。 

 

作業中、上図のような英語表記の画面が出ますが、Cancel ボタンは押さずに、そのま

ま画面が変わるのを待ちます。 
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「データベース管理システム」のインストールシールドウィザード画面が出てきます。 

 

 

次へ(N)＞ ボタンを押し、次へ進みます。 

 

 

「マニフェスト管理システム」のインストール先を変えていれば、変更(C)．．． ボタンを押

し、インストール先フォルダを選択します。 

英語表記の画面のあと、 

インストール準備の画面が 

出ます。 

 

ここでもキャンセルボタンを 

押さずに画面が変わるのを 

待ちます。 

インストール先フォルダ選択画面が 

出ます。ここでは先にインストール

した「マニフェスト管理システム」

と同じフォルダにインストールしま

す。 

※ 「マニフェスト管理システム」と

同じフォルダにこのシステムを導入

しないと、正常に起動しません。 
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変更(C)… ボタンを押すと、下図が出てきます。 

 

 

フォルダ名(F)：に表記されている文字を変更し、入力することでインストール先の変更が

できます（下図は C ドライブでなく、Ｄドライブへの変更を行ったものです） 

 

インストール先変更で行ってはいけないこと： 

 

上図のように Ｃ：￥ や Ｄ：￥ などの“ドライブのルート”という箇所にインストールをす

ると、商品が起動しないばかりか、Windows（ＯＳ）にも悪影響を及ぼします！ 

インストール先が決まったら OK ボタン押します。インストール準備ができたことを示す

画面が出てきます。 
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インストール先が決まり、次へ(N)＞ ボタンを押すと、インストール準備画面に切り替わ

り、 

インストール(I) ボタンを押すと、インストール作業を開始します。 

 

インストールが完了すると、画面が下図のものに変わります。 

 

 

完了(E) ボタンを押して、インストール作業を完了させます。 
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2.2.3.  「産廃マスターＣＳＶツール」インストール 

このシステムは、弊社商品「産廃マスター」で作成したデータを、ＣＳＶファイル

に変換保存し、このデータを取り込みます。よって、「産廃マスター」をお使いで

ない場合、インストールする必要は特にありません。 

 

 

インストールの際は、「産廃マスターＣＳＶツール」をクリックします。 

 

 

「産廃マスター ＣＳＶツール」インストール画面が起動します。 

次へ(N)> ボタンを押し、先に進みます。 
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インストール先選択画面が出てきます。 

 

 

 インストール先を変更する場合、参照(R)… ボタンを押した後、 

 ディレクトリの選択画面が出てきます。 

 

 インストール先選択で行ってはいけないことインストール先選択で行ってはいけないことインストール先選択で行ってはいけないことインストール先選択で行ってはいけないこと 

 先の２つのプログラムインストールでも述べましたが、ドライブのルートには 

インストールを絶対にしないで下さい。 

 

ディレクトリの選択が終わり、OK ボタンを押すと、インストール先選択画面に戻

ります。ここで次へ(N)＞ ボタンを押すと、次の画面が表示されます。 

「プログラムフォルダ」の選択画面が出てきます。 

次へ(N)＞ ボタンを押すと、次の画

面が表示されます。 

 

表示されているインストール先ディ

レクトリを変更する場合は、 

参照(R)… ボタンを押します。 

パス(P)：の箇所で 

インストールしたいディレクトリを 

設定します。上図はインストール先を 

Ｄドライブに設定したものです。 
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次へ(N)＞ ボタンを押し、先に進んでください。 

 

プログラムコピーの開始画面が出てきます。 

 

 

 

特に変更する必要はありません。 

次へ(N)＞ ボタンを押し、 

先に進んでください。 

セットアップ完了画面が最後に 

出てきます。 

 

画面に出ている選択肢２つの 

何れかに印を入れて、完了ボタン

を押して下さい。 
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3. 商品起動の前に 

3.1.データベース管理システムの起動 
「マニフェスト管理システム」を起動する前に「データベース管理システム」を

起動します。 

起動方法は、Windowsの「スタートボタン」→全てのプログラム →  

「Waste Manager」「データベース管理システム」を選択し、起動します。 

 

ＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒの接続画面が出てきます。 

 

通常は（Local）ですが、サーバーや他パソコンのＳＱＬ ＳＥＲＶＥＲに接続する

時は直接サーバー（パソコン）名を入力するか、･･･ ボタンを押し、任意のパソコ

ンを選択します。 

 

 

OK ボタンを押します。「データベース管理システム」の起動時には毎回出てきます「データベース管理システム」の起動時には毎回出てきます「データベース管理システム」の起動時には毎回出てきます「データベース管理システム」の起動時には毎回出てきます

（これは商品の“仕様”です）。（これは商品の“仕様”です）。（これは商品の“仕様”です）。（これは商品の“仕様”です）。データベースへの接続に成功画面が出たら OK ボ

タンを押します。 
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・データベース管理システムで行うこと 

この「データベース管理システム」で行うことは、 

◎ （複数台のパソコンで利用する際）ユーザーの登録と権限 

◎ データベースの作成・削除 

◎ データベースのバックアップ 

◎ 「産廃マスター」からデータのコンバート 

これらの設定、作業を行います。 

 

「マニフェスト管理システム」を起動する前の作業もあります。 

 

 

3.2.データベースの作成 
この作業を行わないと、データの作成、「マニフェスト伝票の入力」と「文書」の

作成、「産廃マスター」からのデータコンバートができません。 

 

データベースの作成(C)･･･ ボタンを押します。 

「産廃システムで使用するデータベースを作成しますか？」というメッセージが出たら、 

データベース管理システム画面が中央に出てきます。 

はい（Y）ボタンを押します。 

この「正常に終了画面」がでたらデータベースが作成 

されています。 
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3.3.データベースのユーザー管理 
このメニューは作成するデータに関する設定です（スタンドアロン状態で使用する

際は特に設定の必要はありません）。データアクセス権限を設けることができます。 

 

 

データベースのユーザー管理(U)･･･ボタンを押し、データベースのユーザーリスト

編集画面を出します。この画面より追加(A)ボタンを押します。 

 

 

SQL Serverのログイン画面が出ます。 

Windows認証、もしくはSQL Server認証の何れかを設定します。 

設定したら OK ボタンを押します。 

SQL Serverのログインリスト編集画面が 

出ます。この画面にある追加(A)･･･ボタン 

を押します。 

Windows認証の場合 SQL Server認証の場合 
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3.4.データベースの削除 
データベースの削除ができます。 

 

はい(Y) ボタンを押すと、データベースは削除されます。 

注意！注意！注意！注意！ この作業を行うと、この作業を行うと、この作業を行うと、この作業を行うと、今まで作成したデータは全てなくなります。今まで作成したデータは全てなくなります。今まで作成したデータは全てなくなります。今まで作成したデータは全てなくなります。 

必要なデータは必要なデータは必要なデータは必要なデータは データベースの退避データベースの退避データベースの退避データベースの退避(B)････････････ボタンより、データのバックアップをボタンより、データのバックアップをボタンより、データのバックアップをボタンより、データのバックアップを

事前に取っておいてください。事前に取っておいてください。事前に取っておいてください。事前に取っておいてください。 

 

SQL Serverのログインリスト編集画面に 

戻り、追加したログイン（ユーザー）名が 

表示されます。 

これをクリックした状態で 選択 ボタンを 

押します。 

「データベースのユーザーリスト 

編集」画面に戻り、追加したログイ

ンリスト名画出てきます。 

 

作業はこれで完了です。 

閉じるボタンを押します。 
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3.5.データベースの退避 
データベースのバックアップ作業を行います。 

 

 

データベースの退避(B)･･･ボタンを押すと、右上画面が出てきます。 

 

OK ボタンを押すと、「退避ファイルの保存」画面が出てきます。 

 

保存する場所はデータの記録が出来る場所であれば何処でも構いません。 

場所を確定したら 保存(S) ボタンを押します。 

 

○ データの拡張子は「＊．ＭＢＫ」です。 

 

 

 

 

 

3.6.データベースの復元 
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バックアップを取ったデータの復元作業を行います。 

 

データベースの復元(R)･･･ボタンを押すと、右上画面が出てきます。 

 

OK ボタンを押すと、「退避ファイルの保存」画面が出てきます。 

 

ファイルの場所を保存先（フォルダ）に切り替えて、目的のファイル（データの拡張

子が「＊．ＭＢＫ」のもの）をクリックし、開く(O) ボタンを押します。 

 

 

処理中の画面のあと、「データベースの復元が正常に終了しました」というメッセージ

を伴った画面が出れば終了です。 

 

3.7.「産廃マスター」からのデータコンバート 
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「産廃マスター」データコンバートを行う前に、「産廃マスターＣＳＶツール」を

起動します。お客様が「産廃マスター」を利用されて無い場合、このツールのインス

トールと起動の必要はありません。 

 

3.7.1. 産廃マスターＣＳＶツール 

 

「産廃マスター：データベースのＣＳＶファイル出力」画面が出てきます。 

 

 

 

「産廃マスター」Ｖ１のデータベース格納先フォルダは、C:¥CBO¥SPMASTER¥DB  

「産廃マスター」Ｖ２のデータベース格納先フォルダは、C:¥CBO¥SPMASTER2¥DB  

「産廃マスター」バージョン１のデータベース退避データは、拡張子が＊．＊．＊．＊．BMN、 

「産廃マスター」バージョン１のデータベース退避データは、拡張子が＊．＊．＊．＊．BM2 

です。 

 

次へ(N) ボタンを押し、 

進みます。 

データコンバートの 

対象データを選択します。 
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○バックアップファイル選択した場合の画面です。 

 

 

フォルダ参照、バックアップファイル参照の何れかを選択した上で次の画面に進みます。 

 

出力先の設定画面に移ります。 

ＣＳＶファイル格納フォルダを選択します。 

通常はこのＣＳＶツール格納フォルダ先まま選択します。 

変更する場合は表示されているルートのアルファベットを書き換えるか、参照ボタンを押

し、任意のフォルダに切り替えます（ドライブのルートはお奨めできません。出来るだけ

表示ルートのフォルダを利用してください）。次へ(N)>ボタンを押します。 

データベース格納先フォルダ 

（バージョン２のもの）参照の 

画面です。 

バージョン１のもの バージョン２のもの 
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作業が終了すると以下の画面が出てきます。 

 

完了(F) ボタンを押し、作業を終了します。 

 

 

3.7.2. データコンバート作業 

先の作業で行い、作成したＣＳＶファイルを取り込む作業を行います。 

手順はデータベース管理システムデータベース管理システムデータベース管理システムデータベース管理システムを起動し、 

産廃マスターからデータコンバート(V)･･･ボタンを押します。 

補足：補足：補足：補足：    

この作業は、データベースの作成（3.1 データベースの作成を参照してください）を行っ

たあとあとあとあとで行います。また、この作業を行うと、既に作成したデータの上既に作成したデータの上既に作成したデータの上既に作成したデータの上書きをします書きをします書きをします書きをしますの

でご注意下さい。 

 

 

データコンバートの画面が出たら、出力先フォルダを ･･･ ボタンで選択します。 

通常は C:¥CBO¥TEMP¥CSV というルート（フォルダ）を辿ります。 

フォルダ選択後、辿ってきたルートが表示されます。 
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開始 ボタンを押すと作業を開始します。 

 

注意： 

「産廃マスターＣＳＶツール」を使って出力先として保存したフォルダを選ばないと、 

データのコンバートはキチンとされません。 

 

また、このコンバート作業の失敗が続くようであれば、もう一度ＣＳＶファイル出力の作業

を や り 直 し て 下 さ い 。 こ の 際 、 ア ク セ ス し た フ ォ ル ダ の 中 の デ ー タ

（C:¥CBO¥TEMP¥CSV）を、削除されることもお奨めします。 

 

 

 

 

データコンバート作業が正常に終了すると、上の画面が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. マスタメンテナンス 

商品には８つのマスタメンテナンス項目があります。 
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各マスタがマニフェスト管理・運用をバックアップします。 
 

 
4.1.事業者・事業場マスタ 

この項目には、排出事業者、収集運搬業者、処分受託者の登録ができます。 

事業者・事業場マスタ事業者・事業場マスタ事業者・事業場マスタ事業者・事業場マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない

場合は、メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より事業者・事業場マスタ事業者・事業場マスタ事業者・事業場マスタ事業者・事業場マスタ(C)を

クリックします。 

事業者・事業場の一覧画面が出てきます。 

4.1.1. 事業者の追加 
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事業者・事業場の追加は、まず、排出事業者、収集運搬事業者、処分事業者、その他の

フォルダがあらかじめ作成されています。登録したい事業者の分類をクリックしてから

登録することをお奨めします（事業者・事業場の登録後、別のフォルダに移動させるこ事業者・事業場の登録後、別のフォルダに移動させるこ事業者・事業場の登録後、別のフォルダに移動させるこ事業者・事業場の登録後、別のフォルダに移動させるこ

とができませんとができませんとができませんとができません）。 

 

メニューバー：事業者(C)―新規作成新規作成新規作成新規作成(N)をクリックします。 
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登録画面が出てきます。 

 

コード(C)：は自動で設定しますが、任意の数値に置き換えもできます。但し重複は出来

ません。以下のメッセージが出てきます。 

空白欄に業者名などの文字を入力します。 

 

① ランク(R)：この登録先の優先順位をつけることができます。値が低いほど優先位が

高くなります。 

登録する業者のタイプに印を入れます。 

①①①①

②②②②

③③③③ ④④④④
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② 業種(B)：登録する事業者の業種を登録することができます。 

           …ボタンを押すと、業種の一覧画面が出てきます。 

 

追加(A)･･･ ボタンを押すと、業種の編集画面が出てきます。 

 

業種(N)：欄に業種を入力し、OK ボタンを押すと、登録されます。 

コードは自動的に割り振りますが、任意に変更も可能です。既に登録されているコードを

登録すると・・・、 

上記 2 つのメッセージ立て続けに出て、「やり直し」となりますので注意してください。 
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③ 住所検索(I)：郵便番号を入力したあとにこのボタンを押すと、自動的に住所（都道府

県・市・町・村名）を表示します。但し、市町村合併や名称変更などで違った名称が出る

こともあります。 

④ 地域 ：この右端にある…………ボタンを押すと、地域一覧画面が出てきます。 

 

市町村の追加は、市町村の追加(S)ボタンを押すと、下記画面が出るので、必要項目を

入力し、OK ボタンを押して閉じます。 

 

もし、既に存在するコードを入力すると・・・、 

 

上記画面が出てきて登録できず、「やり直し」となります。 

 

 

現在区分されている地域一覧が

出てきます。 

 

随時都道府県名、市町村名称の

追加、変更、削除ができます 



 35

 

登録ボタンを押すとこの画面のままですが、マスタ登録が完了します。 

OK ボタンを押すと、事業者・事業場マスタに戻ります。 

 

マーク一覧： 

 

：排出事業者を指します 

：運搬事業者を指します 

：処分事業者を指します 

：事業者として印のないものを指します 
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4.1.2. 事業場の追加 

事業者の編集画面より、登録ボタンを押したあと、もしくは登録した事業場を一旦閉じて

再度、事業者編集画面を開くと、事業場の登録ができます。 

 

4.1.2.1. 排出事業場の登録 

 

事業者の編集画面が出てきます。 

 

登録の要領は、事業者の登録方法事業者の登録方法事業者の登録方法事業者の登録方法と一緒と一緒と一緒と一緒です。 

点線の箇所も同様です。 …………ボタンのある箇所は、必要があれば追加できます 

事業者編集画面より、 

追加の箇所にある排出事業場排出事業場排出事業場排出事業場((((HHHH))))…………ボタンをクリックします。 
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排出事業場が登録されると以下の画面表示されます。 

 

 

4.1.2.2. 積み替え・保管場所の登録 

 

 

登録の要領は、事業者の登録方法事業者の登録方法事業者の登録方法事業者の登録方法と一緒と一緒と一緒と一緒です。 

積替え・保管場所が登録されると以下の画面表示されます 

排出事業者は左記のマークを伴って表示されます。 

事業者編集画面より、 

追加の箇所にある積替え・保管場所積替え・保管場所積替え・保管場所積替え・保管場所((((TTTT))))…………ボタンを

クリックします。 
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4.1.2.3. 処分場の登録 

 

事業者編集画面より、追加の箇所にある処分場処分場処分場処分場((((SSSS))))…………ボタンをクリックします。 

登録の要領は、事業者の登録方法事業者の登録方法事業者の登録方法事業者の登録方法と一緒と一緒と一緒と一緒です。 

処分場登録の際には、その施設に関する情報を入力します。 

積み替え・保管場所は 

左記のマークを伴って表示されます。 
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その処分場の処理能力と単位を選択 します。 

施設種類はプルダウンメニューより選択できます。 

 

 

 

処理区分を選択します。 処理方法を選択します。 

 

プルダウンメニューの選択肢が 

ない場合、… ボタンを押し、 

「処理施設の種類一覧」画面より、

その種類を追加できます。 
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処分場の登録ができると以下のように表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分場は左記のマークを伴って表示されます。 
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4.1.3. 許可情報の登録 

産業廃棄物を取り扱うには、市町村や県からの許可が必要です。この情報を登録します。

（いわば「免許証」にあたります） 

 

許可情報の編集許可情報の編集許可情報の編集許可情報の編集 画面がでます。 

 

追加(A)…ボタンを押し、取り扱う産業廃棄物の種類を登録します。 

 

許可番号を入力します。 

地域を一つ選択します。 

他の地域を登録したい時は、別途この画面を

新たに開いて登録します。 

許可区分を選択します。 

許可年月日を選択・入力します。 

直接、数値の入力ができますが、プルダウン

より、カレンダーを出し、任意の日付を選択

し、入力することも出来ます。 

事業者の編集画面より、 

「許可情報」タグを開きます。 

その後、追加追加追加追加(A)… ボタンを 

押します。 
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廃棄物マスタの一覧廃棄物マスタの一覧廃棄物マスタの一覧廃棄物マスタの一覧画面が出てきます。 

 

廃棄物は複数登録できますが、この画面を開き、選択（ 選択(S)ボタン）を押し、 

許可情報の画面に戻る、を繰り返します 

 

最後に、許可情報の画面に戻ったら、入力内容を確認の上、OK ボタンを押します。 

 

 

 

 

4.1.4. 収集運搬車両の登録 

産業廃棄物を運ぶ車両はどれでもよいというものではなく、必ず許可を受け、車両番号

（ナンバープレート番号）と、許可を受けた番号をその車に明示しなければなりません。 

 

事業者の編集画面より、 

「収集運搬車両」タグを開きます。 

その後、追加追加追加追加(A)… ボタンを 

押します。 
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収集運搬車両の編集収集運搬車両の編集収集運搬車両の編集収集運搬車両の編集画面が出てきます。 

◎ コードは自動的に付加します。 

 

4.1.4.1. 運搬方法の編集 

 

運搬方法の編集運搬方法の編集運搬方法の編集運搬方法の編集画面が出てきます。 

 

 

ナンバープレート番号を入力

します。 

運搬方法を入力します。 

車種を入力します。 

車種(メーカー；車名)を 

入力します。 

収集運搬の編集画面より、 

運搬方法(U)：より、… ボタンを押すと、 

運搬方法一覧運搬方法一覧運搬方法一覧運搬方法一覧画面が出てきます 

 

運搬方法を追加する際は、追加追加追加追加(A)… ボタン

を押します。 

 

○デモ版では左記の名称があらかじめ 

入っています。 

運搬方法(N) 欄に、運搬方法を 

入力し、OK ボタンを押します。 
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4.1.4.2. 車種の編集 

 

 

 

車種の編集車種の編集車種の編集車種の編集画面が出てきます。 

 

 

入力した運搬方法が 

運搬方法一覧運搬方法一覧運搬方法一覧運搬方法一覧画面に出てきます 

 

追加登録時に選択できます。 

収集運搬の編集画面より、 

車種(P)：より、… ボタンを押すと、 

車種の一覧車種の一覧車種の一覧車種の一覧画面が出てきます 

 

車種を追加する際は、運搬方法を選択してか

ら、追加追加追加追加(A)… ボタンを押します。 

 

○デモ版では、運搬方法－車両の分のみ 

左記の名称があらかじめ入っています。 

車種(N) 欄に、運搬方法を入力し、

OK ボタンを押します。 
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4.1.5. フォルダの作成 

入力した運搬方法が 

車種の一覧車種の一覧車種の一覧車種の一覧画面に出てきます 

 

追加登録時に選択できます。 
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フォルダの追加も「事業者・事業場の追加」同様に、登録したい事業者の分類をクリックす

るか、新たな分類であれば、事業者・事業場（ルート）をクリックしてから登録することをお奨

めします（フォルダ作成後、別のフォルダやルートに移動させることができませんフォルダ作成後、別のフォルダやルートに移動させることができませんフォルダ作成後、別のフォルダやルートに移動させることができませんフォルダ作成後、別のフォルダやルートに移動させることができません）。 

 

メニューバー：事業者(C)―フォルダの作成フォルダの作成フォルダの作成フォルダの作成(N)をクリックします。 

 

フォルダ名編集画面が出てきます。任意の名称を入力し、OK ボタンを押します。 

 

入力した名称を伴ってフォルダが出来ます。 
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4.1.6. 事業者・事業場、フォルダの削除 

作成した事業者・事業場や、フォルダを削除することができます。 

※注意点：この作業により登録するマニフェスト伝票に影響が生じることがあります！※注意点：この作業により登録するマニフェスト伝票に影響が生じることがあります！※注意点：この作業により登録するマニフェスト伝票に影響が生じることがあります！※注意点：この作業により登録するマニフェスト伝票に影響が生じることがあります！ 

削除の際は、削除したい事業者、もしくはフォルダをクリックし、 

メニューバー：編集(E)－削除削除削除削除(D)をクリックします。 

 

 

 

事業者・事業場の削除の場合、 

左記のメッセージが出てきます。 

フォルダの削除の場合、 

左記のメッセージが出てきます。 

また、フォルダ削除の場合、この中にこの中にこの中にこの中に 

登録済みの事業者マスタも削除します。登録済みの事業者マスタも削除します。登録済みの事業者マスタも削除します。登録済みの事業者マスタも削除します。 
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4.2.荷姿マスタ 
この項目には、産業廃棄物の荷姿（運搬容器など）の登録ができます。 

荷姿マスタ荷姿マスタ荷姿マスタ荷姿マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より荷姿マスタ荷姿マスタ荷姿マスタ荷姿マスタ(L)をクリックします。 

荷姿の一覧（リスト）が出てきます。 

 

4.2.1. 荷姿の追加 

荷姿を追加する場合は、追加(A)… ボタンを押します。 

荷姿の編集画面が出てきます。コードコードコードコード((((CCCC))))：：：：は自動的に出ますが、編集可能です。登録

する名称を入力し、OK ボタンを押すと登録されます。 

登録の際に、既に使われているコードを入力すると･･･、 

 

上記 2 つのメッセージ立て続けに出て、「やり直し」となりますので注意してください。 
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4.2.2. 荷姿の削除 

荷姿を削除する際は、削除したい荷姿をクリックし、削除ボタンを押します。 

 

 

以下のメッセージが出てきます。 

 

よろしければ はい(Y) ボタンを押します。 

荷姿リストから選択されたものがなくなります。 
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4.3. 廃棄物マスタ 
この項目には、産業廃棄物の荷姿（運搬容器など）の登録ができます。 

廃棄物マスタ廃棄物マスタ廃棄物マスタ廃棄物マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より廃棄物マスタ廃棄物マスタ廃棄物マスタ廃棄物マスタ(W)をクリックします。 

 

4.3.1. 廃棄物の追加 

廃棄物の追加は、まず、登録したい廃棄物の分類（新規で廃棄物を追加する場合、 

「産業廃棄物フォルダ（ルート）」をクリックしてから登録することをお奨めします（廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物

の登録後、別のフォルダに移動させることができませんの登録後、別のフォルダに移動させることができませんの登録後、別のフォルダに移動させることができませんの登録後、別のフォルダに移動させることができません）。 

産業廃棄物名称の追加は「廃棄物マスタ一覧画面より、 

メニューバー：廃棄物(W)－新規作成新規作成新規作成新規作成(N)をクリックします。 
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廃棄物の編集画面が出てきます。 

 

分類(B)：より、 

各々のマークで表示されます。また「種類」に関しては“フォルダ”と同じ扱いなので、さら

にその中に廃棄物の登録ができます。 

 

必要な文字の入力などが選択が終了したら OK ボタンを押します。登録した内容が反映

されます。 

 

あとは、選択(S)ボタンを押すと、マニフェスト伝票に入力されます。 

種類は 名称は
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4.3.2. 廃棄物の換算登録 

廃棄物マスタに登録した廃棄物に対して、換算率を登録し、集計の際に任意単位への 

換算数値を算出させることが出来ます。 

 

 

廃棄物の換算編集画面が出てきます。 

 

換算係数を入力したあと、OK ボタンを押します。 

換算率を設定する廃棄物をクリックし、

追加(A)ボタン…を押します。 

地域を選択します（地域一覧に登録してあるもの

を選択できます。）もし選択肢に任意の無い時は 

事業者・事業場の登録より、④地域を参照してく

ださい。 

元の単位と換算後用いる単位を選択

します（単位に関しては本誌後ほど

の、4.6単位マスタを御覧下さい。） 
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廃棄物の編集画面に戻り、登録した地域、換算率などが「換算リスト(L)」に表示され

ます。 

 

 

○ 一廃棄物ごとの設定となり、複数の廃棄物と同時に行うことは出来ません。 

 

 

 

4.4.処分方法マスタ 
この項目には、産業廃棄物の処分方法の登録ができます。 
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処分方法マスタ処分方法マスタ処分方法マスタ処分方法マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より処分方法マスタ処分方法マスタ処分方法マスタ処分方法マスタ(D)をクリックします。 

 

処分方法の区分には、再生・中間処理・最終処分の３種類があります。 

区分右側の…………ボタンを押すと処分方法区分の追加・削除・編集ができます。 

 

 

 

4.4.1. 処分方法の追加 



 55

処分方法を追加する際は、最初に追加する区分を選択し、そのあとで追加追加追加追加((((AAAA))))････････････ボタン

を押します。 

処分方法の編集画面が出てきます。 

任意のコード(半角 4桁)と処分方法を入力し、OK ボタンを押します。 

コードは自動的に出ますが、任意に設定もできます。但し、既に作成した処分方法のコー

ドを使うと・・・、 

これら２つのメッセージが出てきて、追加されず、最初から「やり直し」となります。 

4.4.2. 処分方法の削除 

処分方法が登録できると、 

処分方法リストに登録した名称が 

表示されます。また、マニフェスト

作成時にも反映され、選択できます。 
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登録されている処分方法の削除は、処分方法一覧画面より、削除したい名称の登録され

ている区分を選び、その名称をクリックし、削除(D)ボタンを押します。 

 

以下のメッセージが出てきます。 

 

本当によろしければ はい(Y) ボタンを押します。 

○ 削除した名称を使っていたマニフェスト伝票への影響がありますので、データ削除の

際は十分に気をつけてください。 

4.5.形状マスタ 
この項目には、産業廃棄物の形状の登録ができます。 
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形状マスタ形状マスタ形状マスタ形状マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より形状マスタ形状マスタ形状マスタ形状マスタ(S)をクリックします。 

 

形状を追加する際は、追加追加追加追加((((AAAA))))････････････ボタンを押します。 

コードは自動付加されますが、任意に変更できます。 

OK ボタンを押すとリストに反映されます。 

 

追加の際に、既に使われているコードを使って登録しようとすると･･･、 

形状の一覧画面が出てきます。 
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上記２つのメッセージが出てきて、追加できず「やり直し」となります。 

 

登録している形状を削除する場合は、削除したい名称をクリックし、削除(D)ボタン

を押します。 

 

以下のメッセージが出てきます。 

 

本当によろしければ はい(Y) ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

4.6.単位マスタ 
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この項目には、取り扱う産業廃棄物の単位の登録ができます。 

単位マスタ単位マスタ単位マスタ単位マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より単位マスタ単位マスタ単位マスタ単位マスタ(U)をクリックします。 

単位の追加する際は追加(A)･･･ ボタンをクリックします。 

単位の編集画面が出てきます。コードは自動付加されますが、任意に変更できます。 

追加したい単位を入力し、OK ボタンを押します。 

 

入力した単位が追加されます。 

単位の追加で、既に登録されているコードを使おうとすると･･･、 

単位の一覧画面が出てきます。 
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上記２つのメッセージが出てきて、追加できず「やり直し」となります。 

 

単位マスタから単位を削除する際は、削除したい名称をクリックし、削除(D)ボタン

を押します。 

 

 

以下のメッセージが出てきます。 

 

本当によろしければ はい(Y) ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.有害物質マスタ 
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この項目には、産業廃棄物における有害物質の登録ができます。 

有害物質マスタ有害物質マスタ有害物質マスタ有害物質マスタボタンをクリックします。「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より有害物質マスタ有害物質マスタ有害物質マスタ有害物質マスタ(T)をクリックします。 

有害物質を追加する際は追加(A)･･･ ボタンをクリックします。 

単位の編集画面が出てきます。コードは自動付加されますが、任意に変更できます。 

追加したい有害物質名称を入力し、OK ボタンを押します。 

単位の追加で、既に登録されているコードを使おうとすると･･･、 

上記２つのメッセージが出てきて、追加できず「やり直し」となります。 

有害物質の一覧画面が 

出てきます。 

追加入力した有害物質が 

一覧画面に出てきます。 
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有害物質マスタから単位を削除する際は、削除したい名称をクリックし、削除(D)

ボタンを押します。 

 

以下のメッセージが出てきます。 

 

本当によろしければ はい(Y) ボタンを押します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 様式編集（様式マスタ） 

この様式編集は従来商品の「産廃マスター」には無い機能です。搭載様式の印刷位置の

設定、様式の編集や追加登録ができます。 
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ＳＱＬＳｅｒｖｅｒの接続ＳＱＬＳｅｒｖｅｒの接続ＳＱＬＳｅｒｖｅｒの接続ＳＱＬＳｅｒｖｅｒの接続画面が出たら接続してください。 

 

 

5.1. フォーム（様式）の新規作成 
フォーム（様式）の登録方法には３つの手段があります。 

このマスタを表示させる際は、様式マスタ様式マスタ様式マスタ様式マスタボタンをクリック

します。 

「簡易メニュー」が開いていない場合、 

メニューバー：マスタメンテナンス(M)－より様式マスタ様式マスタ様式マスタ様式マスタ(F)

をクリックします。 

 

「様式編集」画面が出てきます。 

フォームの登録の際には、 

メニューバー：フォーム(F)－新規作成新規作成新規作成新規作成((((NNNN))))を選択します 
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登録するフォームの区分を選択します。 

 

新規フォーム登録画面が出てきます。 

 

○ 様式マスタ（様式編集）起動後、上記のようにウィンドウ表示されますが、 

いつでも画面の最大化、任意サイズ変更ができます。 

 

 

5.1.1. イメージファイルから作成 

フォームを登録する手段として、モノクロ画像データを使って様式の登録ができます。 

フォームの登録の際には、 

メニューバー：背景イメージ(B)－ 

読み込み(O)－イメージファイルイメージファイルイメージファイルイメージファイル((((IIII))))を

選択します。 

左記の区分のうち 

１つをクリックし、OK ボタンを押します。 
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使用できるファイルはモノクロ形式のＢＭＰファイル、ＴＩＦＦファイルのみです。 

 

データが取り込めなかった場合、原因として 

１：モノクロでも“カラー”として扱われていたデータ 

２：ＴＩＦＦ形式では「ライセンス契約の～」というメッセージを伴う 

これらの場合は、Ｗｉｎｄｏｗｓの「ペイント」など画像処理を行うプログラムを使って、

そのデータを開き、改めてモノクロＢＭＰ、もしくはＴＩＦＦファイルとして保存をすれ

ば、データが読めることがあります。 

データの取り込みができると、「背景イメージの読込み」画面が出てきます。 

その様式の解像度の値が入っていますが、異なる場合は数値を変更して下さい 

 

取り込んだ画像が出てきます。 

左記の画面が出てきます。 

サイズがよろしければ はい(Y)ボタンを、 

サイズ(解像度)が極端に違う場合は、 

いいえ(N)ボタンを押します。 
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5.1.2. スキャナを使って様式を取り込む 

 

 

ソースの選択画面が出てきます。 

 

パソコンに登録されているスキャナドライバ一覧が出てきます。お使いになるドライバを

クリックして、選択ボタンを押します。 

 

メニューバー：背景イメージ(B)－読み込み(O)－スキャナー読み込みスキャナー読み込みスキャナー読み込みスキャナー読み込み((((SSSS))))を選択します。 

 

この手段でフォームの登録の際には、 

まず、メニューバー： 

背景イメージ(B)－スキャナーの選択スキャナーの選択スキャナーの選択スキャナーの選択((((IIII))))を選択します 

スキャナ読み込み画面が出てきます。 

 

※スキャナのメーカー、種類により操作が異なっ

てきますのでスキャナによる操作説明は割愛さ

せていただきます。 
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5.1.3. 白紙から作成 

 

 

白紙から作成画面が出てきます。 

 

サイズを選択、もしくは用紙サイズを入力して OK ボタンを押します。 

5.2. フォームの作成 
5.2.1. 背景部分消去 

取り込んだ背景イメージの不要な部分を消去できます。 

メニューバー：背景イメージ(B)－イメージ修正(E)－部分消去部分消去部分消去部分消去((((BBBB))))を選択します。 

 

 

 

この手段でフォームの登録の際には、 

メニューバー：背景イメージ(B)－ 

読み込み(O)－白紙から作成白紙から作成白紙から作成白紙から作成((((EEEE))))を選択

します。 

マウスポインタが十字に変わり、消しゴムを 

伴った形に変わります。 

ドラックした範囲（黒くなっている箇所）の 

背景イメージを消去します。 
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5.2.2. 傾き補正 

取り込んだ背景イメージの傾きを修正できます。 

メニューバー：背景イメージ(B)－イメージ修正(E)－傾き補正傾き補正傾き補正傾き補正((((KKKK))))を選択します。 

 

 

傾いている範囲をドラック操作で指定します。その後補正され、画面表示されます。 

○この機能を使って傾きが補正されない場合は、もう一度取り直してみて下さい。 

 

5.2.3. ノイズ除去 

取り込んだ背景イメージの「ゴマ」のような点々を削除する機能です。 

メニューバー：背景イメージ(B)－イメージ修正(E)－ノイズ除去ノイズ除去ノイズ除去ノイズ除去((((NNNN))))を選択します。 

 

以下の画面が出てきます。 

○ 大きさが大きいほどノイズ除去の効率は高くなりますが、原稿の“点線”部分も消去 

背景イメージの傾き補正画面がでます。 

自動補正を行う(A) は約 15°の範囲で補正を

します。 

水平・垂直としたい 2点を指定する(P) は、 

その範囲をドラック操作で指定します。 

イメージ全体(A) の場合、取り込んだイメージ

全体を対象とします。 

 

範囲を指定(E) の場合、マウスポインタでドラ

ックした範囲が対象となります。 
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することがあります 

 

5.2.4. 網掛け除去 

取り込んだ背景イメージの「網掛けの箇所」を削除する機能です。 

メニューバー：背景イメージ(B)－イメージ修正(E)－網掛け除去網掛け除去網掛け除去網掛け除去((((SSSS))))を選択します。 

 

 

5.3. 文字入力枠フィールドの作成 
5.3.1. フィールドの作成 

新しく書類を登録し、文字入力の箇所を作成するには「文字入力フィールド」がないと出

来ません。これを作るのには、 

メニューバー：フィールド(B)－フィールド作成(N)－空白フィールド空白フィールド空白フィールド空白フィールド((((NNNN))))を選択します。 

 

 

5.3.2. 表認識 

取り込んだ書類の表になっている箇所を認識し、その部分に罫線や文字の認識をする

機能です。 

メニューバー：フィールド(B)－自動作成(A)－表認識表認識表認識表認識((((SSSS))))を選択します。 

イメージ全体(A) の場合、取り込んだイメージ

全体を対象とします。 

 

範囲を指定(E) の場合、マウスポインタでドラ

ックした範囲が対象となります。 

マウスポインタの形が変わり、 

ドラック操作することで、 

文字入力フィールドを作成することが

できます。 
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以下の画面が出てきます。 

 

 

 

 

下図は、フィールドと図形を作成させる手順を設定したものです。 

 

 

作成項目(E)より、 

・ フィールドと図形（罫線） 

表認識より、文字入力フィールドと、罫線を作

ります。 

・ フィールドのみ 

表認識より、フィールドのみ作ります。 

・ 図形（罫線）のみ 

表認識より、図形のみ描画します。 

 

ドラック操作することで、文字入力フィールドや、

罫線を作成することができます。 



 71

ドラックした範囲が・・・、 

 

フィールドと罫線を選択した範囲内に作成しました！ 

 

 

5.3.3. ＯＣＲ文字認識機能 

取り込んだ背景イメージデータの文字部分を認識させることができます。 

メニューバー：フィールド(B)－フィールド作成(N)－文字認識文字認識文字認識文字認識((((OOOO))))を選択します。 

 

マウスポインタが十字に変わります。文字の箇所を大きく包み込むようにドラックします。 

 

ドラック作業終了後、認識した文字を表示します。 

 

○ 取り込んだ元原稿の状態如何ではキチンと認識しないことがあります。その際は、 

   作られるフィールド自体が「文字入力フィールド」と同じなので、何時でも文字の変更 

   ができます。 
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5.3.4. フィールドのプロパティ 

メニューバー：表示(V)－フィールドのプロパティフィールドのプロパティフィールドのプロパティフィールドのプロパティ((((OOOO))))を選択します。 

 

フィールドのプロパティが表示されます。 

 

フィールドのプロパティとは？ 

作成した文字入力枠のサイズ、入力する文字の位置・配置、関連付けなどの設定ができ

ます。 

 

 

 

5.3.4.1. 文字タグ 

この選択肢で、文字のフォント（形）、サイズ（大きさ）、文字割、行配置、ならび

に文字間、行間、水平位置、垂直位置の調整がドット単位でできます。 

 

5.3.4.2. フィールド設定タグ 

この選択肢では、文字の入力か、数値の限定入力かを選択することができます。 

文字ボタンか、数値ボタンのいずれかを必ず押します（通常は文字ボタンが押され

ています）。 

 

複数行複数行複数行複数行：入力枠に２行以上の文字入力ができますが、文字ボタンが押されていない

と機能しません。 

キー入力のスキップキー入力のスキップキー入力のスキップキー入力のスキップ：その入力枠には直接カーソルが当たらないようになります。 

マウスによる直接クリックによる入力しか出来ません。 

印刷しない印刷しない印刷しない印刷しない：その枠の色が“黒色”になり、その入力枠に入力した文字は印刷しま

せんし、“印刷プレビュー”にも出ません。 
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編集不可編集不可編集不可編集不可：文書作成中、その文字を構成している入力フィールドを隠します。様式

編集が起動しているときだけ編集ができる“紫色”の枠です。 

記号領域記号領域記号領域記号領域：○や×、レ点などの記号を入力できる枠を作ります。 

CSV ファイル入力ファイル入力ファイル入力ファイル入力：入力枠をＣＳＶ形式への排出対象にします。 

計算ボタン計算ボタン計算ボタン計算ボタン：通常はこちらが押されています。 

ファイル入力ボタンファイル入力ボタンファイル入力ボタンファイル入力ボタン：CSV ファイルを取り込む際に必要です。 

 

 

5.3.4.3. フィールド位置タグ 

このタグを開くと、文字入力フィールドを移動、サイズの変更ができます。 

※ 文字入力枠フィールドをダブルクリックしてから同様の操作ができます。 

 

 

 

 

 

5.3.4.4. 計算式タグ 

このタグは「フィールド設定タグフィールド設定タグフィールド設定タグフィールド設定タグ」で数値ボタンが押されて有効になる項目です。 

文字入力フィールドをダブルクリックすると、マウ

スポインタの形が十字矢印に変わります。 

ドラック操作することで、文字入力フィールドの 

“移動”ができます。 

文字入力フィールドをダブルクリックし、フィール

ドの線の上にマウスポインタを置くと、マウスポイ

ンタの形が左右（上下）方向矢印に変わります。 

ドラック操作することで、文字入力フィールドの 

“拡大・縮小”ができます。 

文字入力フィールドをダブルクリックすると、 

マウスポインタの形が十字矢印に変わります。 

ＣｔｒｌＣｔｒｌＣｔｒｌＣｔｒｌキーを押しながらドラック操作することキーを押しながらドラック操作することキーを押しながらドラック操作することキーを押しながらドラック操作すること

で、文字入力フィールドの“コピー”ができます。で、文字入力フィールドの“コピー”ができます。で、文字入力フィールドの“コピー”ができます。で、文字入力フィールドの“コピー”ができます。 

※設定内容も“コピー”します。※設定内容も“コピー”します。※設定内容も“コピー”します。※設定内容も“コピー”します。 
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加減乗除の計算式を立てることができます。 

 

 

5.3.4.5. 端数処理タグ 

このタグは「フィールド設定タグフィールド設定タグフィールド設定タグフィールド設定タグ」で数値ボタンが押され、かつ、計算式が設定されて有

効になる項目です。 

 

端数処理は、小数点第４位～整数第３位の範囲で、「切り捨て」、「切り上げ」、「四捨五入」

の設定ができます。 

 

 

5.3.5. 入力枠の複数設定 

複数のフィールドを同時に選択・高さ、長さ、幅などの同時に設定できます。 

フィールドの外からドラック（できないときはＡｌｔキーを押しながらドラック）作業をします。 

 

 

メニューバーより、 

フィールド(B)－配置・サイズの調整配置・サイズの調整配置・サイズの調整配置・サイズの調整(L)

より、任意の作業を選びます。 
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5.3.6. フィールド番号の設定 

文字入力フィールドを作成すると、作成した順番が付きます。作成しているうちに、思わ

ぬ入力順番になってしまうことがあります。この機能を使うことで、様式編纂の時点で入

力順番の変更ができます。 

 

・ その枠の入力順番を変える場合 

 

 

 

・ 連続して入力枠の順番を変更する場合 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を赤い枠の左側に揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を赤い枠の上側に揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を赤い枠の右側に揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を赤い枠の下側に揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を赤い枠と同じ横幅に揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を赤い枠と同じ高さに揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を含めて、赤い枠と最後の枠と横間隔を 

均等に揃えます。 

赤い枠を基準として、他の選択状態の枠を含めて、赤い枠と最後の枠と縦間隔を 

均等に揃えます。 

入力番号を変更したいフィールドをクリック

したあとで、メニューバーより、 

フィールド(B)－フィールド番号の設定(O)－ 

選択フィールド選択フィールド選択フィールド選択フィールド(O)をクリックします。 

 

「フィールド番号」変更画面が出てくるので、任意

の番号（数値）を入力します。 

○入力後、他のフィールドの番号も変わります。 

入力番号を変更したい最初のフィールドを 

クリックしたあとで、メニューバーより、 

フィールド(B)－フィールド番号の設定(O)－ 

連続指定連続指定連続指定連続指定(R)をクリックします。 
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・一括変更の場合 

 

「フィールド番号」変更画面が出てくるので、 

最初の入力順番の数値を入力します。 

左記のように人差し指をしたマウスポインタに変わり、

123 の数値を伴ってきます。枠をクリックして行くと、

最初に設定したフィールド番号順に入力順番が変わって

いきます 
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入力枠を変更したい分をドラック操作等で範囲指定をし、メニューバーより、 

フィールド(B)－フィールド番号の設定(O)－選択フィールド選択フィールド選択フィールド選択フィールド(O)をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「フィールド番号」変更画面が出てくるので、最初

のフィールド番号（数値）を入力します。 

その次に番号の付け方；横方向か縦方向を選択しま

す。OK ボタンを押すと、フィールドの番号が自動

的に変わります。 
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5.3.7. フィールド名称の設定（関連付け） 

文字入力枠にはフィールド名称の設定ができます。 

任意の書類に、マニフェストに関連した項目の当て込み印刷ができます。 

 

まず、関連付けしたいフィールドをクリックします。 

 

 

 

 

 

では、これが複数行の場合は・・・、 

 

メニューバーより、 

フィールド(B)－フィールド名称の設定フィールド名称の設定フィールド名称の設定フィールド名称の設定(V)を 

クリックします。 

 

フィールド名称変更画面が出てきます。 

 

関連付けしたい項目をクリックし、 

OKボタンを押します。 

関連付けられた名称が、 

フィールド番号の右側に出ます。 

関連付けしたいフィールドを 

ドラック操作等で複数選択をします。 

メニューバーより、 

フィールド(B)－フィールド名称の設定フィールド名称の設定フィールド名称の設定フィールド名称の設定(V)を 

クリックします。 
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5.4. 印刷設定 
この様式（フォーム）の時点で印刷形態を決めましょう。 

手順は以下の通りです。 

 

フィールド名称変更画面が出てきます。 

 

関連付けしたい項目をクリックし、 

OKボタンを押します。 

 

ここで「連番をつける連番をつける連番をつける連番をつける(N)」」」」にチェックが

入っていることを確認してください。 

チェックが入っていないと、複数行（個）

に跨る関連付けが成されません。 

メニューバーより、 

フォーム(F)－プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定(R)を 

クリックします。 

プリンタの設定画面がプリンタの設定画面がプリンタの設定画面がプリンタの設定画面が出てきます。 

 

実際に印刷で使用するプリンタと 

用紙サイズ、印刷方向を選択し、 

OKボタンを押します。 
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印刷プレビュー画面が出てきます（画面はデモ版のものです）。 

 

 

印刷の冠する詳細設定は、このプレビュー場面内の印刷設定印刷設定印刷設定印刷設定(U)…ボタンを押します。 

 

 

フォーム印刷設定画面が出てきます。 

設定した内容を確認するために、 

 

メニューバーより、 

フォーム(F)－印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー(V)を 

クリックします。 
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位置調整(O)：実際の印字ズレの調整値を入力します。 

拡大・縮小（S）：用紙に対する数値を入力します（余り使用しません） 

印刷内容（D）：このフォームの印刷形態を選択します。 

             チェックの入っている項目を印刷します。 

文書作成時(U)：文書作成で、印刷プレビュー表示の際、取り込んだ背景イメージの表示･ 

非表示を切り替えます。 

 

メモ：メモ：メモ：メモ： 

これは新規で様式を搭載するときだけではなく、マニフェスト伝票、委託契約書にも同じこれは新規で様式を搭載するときだけではなく、マニフェスト伝票、委託契約書にも同じこれは新規で様式を搭載するときだけではなく、マニフェスト伝票、委託契約書にも同じこれは新規で様式を搭載するときだけではなく、マニフェスト伝票、委託契約書にも同じ

ことが言えます。ことが言えます。ことが言えます。ことが言えます。 

実際使用する環境如何で印刷位置が異なってくるので、この項目は非常に実際使用する環境如何で印刷位置が異なってくるので、この項目は非常に実際使用する環境如何で印刷位置が異なってくるので、この項目は非常に実際使用する環境如何で印刷位置が異なってくるので、この項目は非常に重要です！重要です！重要です！重要です！ 

 

印刷位置調整のまとめ：印刷位置調整のまとめ：印刷位置調整のまとめ：印刷位置調整のまとめ： 

 

１：「様式マスタ」より印刷位置調整したいフォームを開く１：「様式マスタ」より印刷位置調整したいフォームを開く１：「様式マスタ」より印刷位置調整したいフォームを開く１：「様式マスタ」より印刷位置調整したいフォームを開く 
 
２：フォームを開いたら、プリンタの設定画面を開き、実際に使用するプリンタと２：フォームを開いたら、プリンタの設定画面を開き、実際に使用するプリンタと２：フォームを開いたら、プリンタの設定画面を開き、実際に使用するプリンタと２：フォームを開いたら、プリンタの設定画面を開き、実際に使用するプリンタと 
用紙サイズ、用紙の向きを設定する。用紙サイズ、用紙の向きを設定する。用紙サイズ、用紙の向きを設定する。用紙サイズ、用紙の向きを設定する。 

 
３：印刷プレビューを開き、背景ごと印刷する設定にする。３：印刷プレビューを開き、背景ごと印刷する設定にする。３：印刷プレビューを開き、背景ごと印刷する設定にする。３：印刷プレビューを開き、背景ごと印刷する設定にする。 
 
４：白紙、もしくは原紙を用意し、印刷する４：白紙、もしくは原紙を用意し、印刷する４：白紙、もしくは原紙を用意し、印刷する４：白紙、もしくは原紙を用意し、印刷する 
 
５：印刷結果より印刷位置調整をする（印刷プレビューを開く）。５：印刷結果より印刷位置調整をする（印刷プレビューを開く）。５：印刷結果より印刷位置調整をする（印刷プレビューを開く）。５：印刷結果より印刷位置調整をする（印刷プレビューを開く）。 
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６：再度印刷をしてみる６：再度印刷をしてみる６：再度印刷をしてみる６：再度印刷をしてみる 
 
７：４～６を繰り返し、位置があったところで「上書き保存」をする。７：４～６を繰り返し、位置があったところで「上書き保存」をする。７：４～６を繰り返し、位置があったところで「上書き保存」をする。７：４～６を繰り返し、位置があったところで「上書き保存」をする。 
  新規フォームの場合は「名前を付けて保存」をする。新規フォームの場合は「名前を付けて保存」をする。新規フォームの場合は「名前を付けて保存」をする。新規フォームの場合は「名前を付けて保存」をする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5.フォームの保存 
作成した様式（フォーム）の保存は、 

 

様式の一覧画面が出てきます。 

 

 

様式名(N)：の箇所に任意の名称を入力します。 

 

フォルダの作成(M)ボタンを押して“フォルダ”作成し、その中にデータを入れておくことが

メニューバーより、 

フォーム(F)－名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存(A)を 

クリックします。 
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できます。 

 

 

 

 

6. マニフェスト管理 

6.1.  マニフェスト伝票の入力と作成 
マニフェスト伝票の作成する際は「マニフェスト管理システム」を起動します。 

起動方法は、Windowsの「スタートボタン」をクリックし、全てのプログラムより、 

「Waste Manager」→「マニフェスト管理システム」を選択します。 

 

 

商品画面が出てきます。 

「簡易メニュー」が画面中央に出てきます。 
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この「マニフェスト管理システム」画面より、マニフェスト伝票の入力、委託契約

書などの文書作成、集計などができます。 

 

 

 

6.1.1. 直行用マニフェスト伝票の新規作成 

直行用マニフェストの作成の際、以下の簡易メニューから 

「直行用マニフェスト新規作成」「直行用マニフェスト新規作成」「直行用マニフェスト新規作成」「直行用マニフェスト新規作成」をクリックします。 

 

 

簡易メニューを閉じている場合は、 

メニューバー：文書文書文書文書((((FFFF))))より、新規作成より、新規作成より、新規作成より、新規作成((((NNNN))))－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト((((AAAA) ) ) ) をクリックします。 

 

もう一つの方法もう一つの方法もう一つの方法もう一つの方法：文書(F)より、マニフェスト伝票の一覧(M)をクリックします。 

「マニフェスト伝票一覧」画面が出てきます。 

メニューバー：マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト(M)－新規作成－新規作成－新規作成－新規作成(N)－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト(A) を選択します。 



 85

 

マニフェスト伝票入力画面が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

「交付番号入力」画面が出てきます。 

交付番号(N)に入力するマニフェスト伝票の 

番号を入力します。 

 

○ バーコードリーダーがあれば、 

   そのバーコードをスキャンします。 

 

入力の後、OK(F5)ボタン（もしくはＦ５キー）

をクリックします。 
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6.1.2. 積替用マニフェスト伝票の新規作成 

積替用マニフェストの作成の際、以下の簡易メニューから 

「直行用マニフェスト新規作成」「直行用マニフェスト新規作成」「直行用マニフェスト新規作成」「直行用マニフェスト新規作成」をクリックします。 

 

簡易メニューを閉じている場合は、 

メニューバー：文書文書文書文書((((FFFF))))より、新規作成より、新規作成より、新規作成より、新規作成((((NNNN))))－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト－直行用マニフェスト((((AAAA) ) ) ) をクリックします。 

 

もう一つの方法もう一つの方法もう一つの方法もう一つの方法：文書(F)より、マニフェスト伝票の一覧(M)をクリックします。 

「マニフェスト伝票一覧」画面が出てきます。 

メニューバー：マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト(M)－新規作成－新規作成－新規作成－新規作成(N)－積替用マニフェスト－積替用マニフェスト－積替用マニフェスト－積替用マニフェスト(B) を選択します。 
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マニフェスト伝票入力画面が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「交付番号入力」画面が出てきます。 

交付番号(N)に入力するマニフェスト伝票の 

番号を入力します。 

 

○ バーコードリーダーがあれば、 

   そのバーコードをスキャンします。 

 

入力の後、OK(F5)ボタン 

（もしくはＦ５キー）をクリックします。 
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6.1.3. 建設系マニフェスト伝票の新規作成 

建設系マニフェストの作成の際、以下の簡易メニューから 

「建設系マニフェスト新規作成」「建設系マニフェスト新規作成」「建設系マニフェスト新規作成」「建設系マニフェスト新規作成」をクリックします。 

 

 

簡易メニューを閉じている場合は、 

メニューバー：文書文書文書文書((((FFFF))))より、新規作成より、新規作成より、新規作成より、新規作成((((NNNN))))－建設系マニフェスト－建設系マニフェスト－建設系マニフェスト－建設系マニフェスト((((CCCC) ) ) ) をクリックします。 

 

もう一つの方法もう一つの方法もう一つの方法もう一つの方法：文書(F)より、マニフェスト伝票の一覧(M)をクリックします。 

「マニフェスト伝票一覧」画面が出てきます。 

メニューバー：マニフェストマニフェストマニフェストマニフェスト(M)－新規作成－新規作成－新規作成－新規作成(N)－建設系マニフェスト－建設系マニフェスト－建設系マニフェスト－建設系マニフェスト(C) を選択します。 
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マニフェスト入力画面が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. マニフェスト伝票の入力 

「交付番号入力」画面が出てきます。 

交付番号(N)に入力するマニフェスト伝票の 

番号を入力します。 

 

入力の後、OK(F5)ボタン 

（もしくはＦ５キー）をクリックします。 

 

○ このマニフェスト伝票には 

   バーコードはありません。 
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この項目の説明内容は直行用・積替用・建設用各マニフェスト伝票とも共通です。 

 

6.2.1. 日付の入力 

日付；年・月・日の入力は直接も出来ますが、日付入力枠をクリックすると、▼ボタンが 

出ます。 

 

 

6.2.2. 事業者の選択 

事業者の選択も日付同様に入力枠をクリックすると▼ボタンが出ます。 

 

 

 

 

排出事業場も事業者同様に選択できます。入力枠をクリックすると▼ボタンが出ます。 

▼ボタンをクリックすると、 

カレンダーが表示されます。 

 

表示されている年・月横の 

＜ 、＞ ボタンで任意の年・月の変

更ができ、その月のカレンダーが下

に表示されます。 

 

該当する日をクリックし、OK ボタン

を押します。 

事業者・事業場の一覧画面が 

出てきます。 

 

該当するものをクリックし、 

開く(O) ボタンを押します。 
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6.2.3. 選択する事業者や事業場がない場合 

マニフェスト伝票を作成するにあたり、事業者や事業場、運搬受託者などが選択肢にな

い場合、選択画面より登録することができます。 

この事業者・事業場の登録方法に関しては、本誌の４．マスタメンテナンスより、 

事業者・事業場の追加を参照してください。 

マニフェスト画面より、直接入力することも出来ますが、「集計」の際に反映されません「集計」の際に反映されません「集計」の際に反映されません「集計」の際に反映されません。 

6.2.4. 廃棄物の選択 

取り扱う廃棄物名称の左側に黄色のチェックボックスがあります。この枠にマウスポイン

タをあわせると、右手人差し指の形をしたマウスポインタに変わります。この状態でク

リックすると、レ点が入ります。 

 

○ 画面は「直行用マニフェスト」のものです 

 

事業者情報の一覧画面が 

出てきます。 

 

該当するものをクリックし、 

開く(O) ボタンを押します。 
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取り扱う廃棄物が選択されていないと、廃棄物の単位、荷姿などを選択する時に、エラー

画面（下図）が出てくるので、必ず取り扱う廃棄物を選択してから数量・単位・荷姿を選択

してください。 

 

積替用マニフェスト伝票の場合は、「廃棄物マスタ一覧」画面が出て、この中から取

り扱う廃棄物を選択します。 

 

建設用マニフェストの場合は以下の画面で廃棄物を選択し、数値を入力します。 
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6.2.5. 単位の選択 

この項目は「直行用」、「積替用」共通です。 

単位の箇所をクリックすると▼ボタンが出てきます。このボタンをクリックすると、単位の

選択ができます。 

意図する単位が無い場合、本誌のマスタメンテナンスより単位マスタをご参照下さい。 

 

建設系マニフェストの場合 

 

マニフェスト伝票に記載されている ｔ、ｋｇ、・、・の中から１つを選択します。選択すると自

動的に、枠内に○印が入ります。 

 

 

6.2.6. 荷姿の選択 

この項目は「直行用」、「積替用」共通です。 

単位の箇所をクリックすると▼ボタンが出てきます。このボタンをクリックすると、単位の

選択ができます。 

任意の単位をクリックし 

選択ボタンを押すと、選択された

ものがマニフェスト伝票に反映さ

れます。 

任意の荷姿をクリックし 

選択ボタンを押すと、選択されたもの

がマニフェスト伝票に反映されます。 
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意図する単位が無い場合は、本誌の荷姿マスタ荷姿マスタ荷姿マスタ荷姿マスタより、荷姿の荷姿の荷姿の荷姿の追加追加追加追加を参照してください。 

 

建設系マニフェストの場合、 

 

 

6.2.7. 産業廃棄物の名称 

この項目は直行用マニフェスト伝票のみの入力項目です。 

産業廃棄物の名称の箇所をクリックすると▼ボタンが出てきます。このボタンをクリック

すると、産業廃棄物の名称の選択ができます。 

 

任意の廃棄物名称をクリックし、選択(S)ボタンを押します。 

 

任意の名称がなく、頻繁に利用したいときには名称の登録ができます。 

形状、荷姿とも、 

任意の項目をクリックします。 
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本誌のマスタメンテナンスより、廃棄物マスタの追加を御覧下さい。 

 

この中で頻繁に使わない名称は、そのまま入力しても構いません。 

※産業廃棄物名称は「集計」の際、名称ごとの集計は致しません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.8. 処分方法の入力 

この項目は「直行用」、「積替用」共通です。 

処分方法の箇所をクリックすると▼ボタンが出てきます。このボタンをクリックすると、 

処分方法の選択ができます。 

 

処理区分を再生・中間処理・最終処分の中から１つを選択し、その下の処分方法の欄に

出てきたものを選択できます（任意の区分から処分方法をクリックし、選択ボタンを押す

と、マニフェスト伝票に反映されます）。 

 

任意の処分方法がない時は、本誌のマスタメンテナンスより、処分方法マスタを参照して

ください。 

処分方法欄に直接文字の入力も出来ますが、「集計」の対象になりません「集計」の対象になりません「集計」の対象になりません「集計」の対象になりませんので注意して
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ください。 

建設系マニフェストにはこの選択項目はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.9. 運搬受託者と担当者 

直行・積替・建設系の各マニフェストとも、廃棄物の運搬受託者とその運搬担当者の入力

項目があります。この内容は平成 17年 10月 1日に施行された法律に準じたものです。 

（※運搬受託者の入力要領は 4.2.2 事業者の選択と同じです） 

 

入力枠をクリックすると▼ボタンが出ます（直行用マニフェストの画面ですが、他の伝票

も操作内容は一緒です）。 

 

事業者情報の選択画面が出てきます。該当するものをクリックし、OK ボタンを押します。 

 

先に選択していた運搬受託者のあとに選択した担当者が表示されます。 
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事業者選択の中に任意の名前がない場合、 

 

担当者の編集画面が出てきます。担当者の名前を入力し、OK ボタンを押します。 

 

 

…ボタンを押すと所属先の入力（登録）と選択も出来ます。必要に応じて使ってください。 

 

OK ボタンを押すと、入力した所属名称がリストに反映されます。 

 

追加(A)…ボタンを 
押します。 
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もし、運搬受託者欄が未入力のまま運搬担当者を入力しようとすると・・・、 

 

 

6.2.10. 処分受託者と担当者 

直行・積替・建設系の各マニフェストとも、運搬受託者と担当者同様に、廃棄物の処分受

託者とその担当者の入力項目があります。 

（※処分受託者の入力要領は 4.2.2 事業者の選択と同じです） 

 

入力枠をクリックすると▼ボタンが出ます（直行用マニフェストの画面ですが、他の伝票

も操作内容は一緒です）。 

 

先に選択していた処分受託者のあとに選択した担当者が表示されます。 

 

事業者・事業場の一覧画面が出て

きます。 

必ず運搬受託者を選択して下さい

（商品の仕様です）。 

事業者情報の選択画面が出て 

きます。該当するものをクリック

し、OK ボタンを押します。 
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事業者選択の中に任意の名前がない場合、 

 

担当者の編集画面が出てきます。担当者の名前を入力し、OK ボタンを押します。 

 

 

…ボタンを押すと所属先の入力（登録）と選択も出来ます。必要に応じて使ってください。 

 

OK ボタンを押すと、入力した所属名称がリストに反映されます。 

 

追加(A)…ボタンを 
押します。 
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もし、処分受託者欄が未入力のまま運搬担当者を入力しようとすると・・・、 

 

 

 

6.3.マニフェスト伝票の印刷 
マニフェスト伝票の印刷前にプリンタの設定をします。 

 

○  特に積替用と、他マニフェストの縦の長さが違いますので、印刷前に確認を行って

下さい。また、標準で使用するプリンタがインパクトプリンタでない場合も同様です。 

 

事業者・事業場の一覧画面が 

出てきます。 

処分担当者の入力の前に 

処分受託者を選択して下さい 

（商品の仕様です）。 

メニューバー：文書(F)より、 

プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定(R)をクリックします。 

 

プリンタの設定画面が出てくるので、利用するプリンタ

と、用紙サイズ、用紙の向きを設定、確認をします。 
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次に印刷プレビューを見ます。 

メニューバー：文書(F)より、印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー(V)をクリックします。 

印刷前の画面が表示されます（画面はデモ版のものです）。 

プレビュー画面中の印刷項目印刷項目印刷項目印刷項目(S)…ボタンを押すと以下の画面が出てきます。 

 

印刷項目リスト(L)：が表示され、 

チェックが入っている箇所の印刷を 

行います。 

 

チェックの有無を登録することができます。 

 

名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存名前を付けて保存(S)…ボタンを押し、名前

を付けると、印刷項目内容が保存され、印刷

プレビュー画面で洗濯できます。 
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プレビュー画面中の位置調整位置調整位置調整位置調整(U)…ボタンを押すと以下の画面が出てきます。 

 

 

 

 

 

6.4.マニフェスト返送確認 
マニフェスト伝票の返送確認は、簡易メニューが表示されている時は、マニフェス

ト伝票より、マニフェスト伝票の検索ボタンを押します。 

 

位置調整(O)：、拡大・縮小(S)が表示され、 

設定ができます。 

 

基本的には、印刷内容(D)より、 

フォーム設定フォーム設定フォーム設定フォーム設定ボタンが押されている状態

にあります。 

 

これは搭載している様式マスタより、 

印刷に関する設定を表しています。 

 

○ 初期値に保存ボタンは押さないで 

下さい。 
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マニフェストの検索条件画面が出てきます。 

 

必要であれば、マニフェスト伝票の種類、廃棄物、事業者又は事業場、日時、伝票

番号、整理番号、検索文字列への入力や選択を行って検索ボタンを押します。 
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簡易メニューが表示されていない場合、 

 

 

マニフェスト伝票の一覧画面が出てきます。 

 

 

 

メニューバー：文書(F)より、 

マニフェスト伝票の一覧マニフェスト伝票の一覧マニフェスト伝票の一覧マニフェスト伝票の一覧(M) 

をクリックします。 

直行用マニフェスト伝票作成（登録）後のマークです 

積替用マニフェスト伝票作成（登録）後のマークです 
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マニフェスト伝票の返送確認は、確認するマニフェスト伝票のリストより、 

該当するものをクリックしてから、マニフェスト伝票一覧画面より、 

メニューバー；表示(V)－確認日の設定確認日の設定確認日の設定確認日の設定をクリックします。 

 

 

建設用マニフェスト伝票作成（登録）後のマークです 

返送期限近くになると、各マニフェスト伝票に黄色の三角マークが

付きます。 

未完成・内容未入力のマニフェスト伝票には「未」と記された 
マークが付きます。 

返送期限が過ぎたり、不備のあるマニフェスト伝票には×マークが

記されます。 

確認日の入力は、 

直接日付を入力するか、 

プルダウンボタンをクリックして 

カレンダーを表示させ、任意の月日を選択します。 
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確認日の設定画面が出てきます。 

 

 

 

 

確認者の欄は、直接入力するか、 

…ボタンをクリックして事業者の担当者から選択

できます。 

そのあと、そのマニフェスト伝票を開き、 

メニューバー；文書(F)―上書き保存上書き保存上書き保存上書き保存(S)をします。 
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次回、マニフェスト伝票の一覧を開く際は、確認されたものは「完了」タグに表示

されます。 
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6.5. マニフェストのコピー 
この手段には２つの手段があります 

 

6.5.1. マニフェスト新規作成時 

 

 

マニフェスト伝票画面が出てきます。 

 

この左右方向白矢印ボタンを使って、マニフェスト伝票の交付番号順に入力します。 

○ この手段では入力内容のコピーはしません。 

 

6.5.2. マニフェスト伝票を作成したあとにコピー 

コピー元にしたいマニフェスト伝票をクリックして、 

メニューバー；編集(E)－コピーコピーコピーコピー((((CCCC))))をクリックします。 

 

各マニフェスト伝票の交付番号入力の際、 

範囲入力を選択し、そのマニフェスト伝票を

使用する交付番号を入力します。 
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コピー元のマニフェスト伝票が表示されます。交付番号を入力し（コピー元と重複しても構いま

せん）、コピー数を入力します。条件が整ったらOK ボタンを押します。 

入力した内容も伴ってコピーされます。 

※ マニフェスト伝票のコピー機能は「連番」が原則です。 

 

6.6.システムの管理 
メニューバー：マスタメンテナンス(M)－システム情報システム情報システム情報システム情報(Y)より、システム情報の設定

が出来ます。 

 

交付日付はカレンダーを使うこともできます。 
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6.6.1. 自社登録 

選択(J)ボタンを押すと、事業者・事業場の一覧画面が出ます。 

自社に当たる業者名をクリックし、開く(O)ボタンを押すと、その業者名が自社と

して反映されます。 

 

6.6.2. マニフェスト返送期限 

初期値は法律に基づいたマニフェスト伝票の返送期限数値が入力されています。 

任意に変更ができます。 

6.6.3. 格納フォルダ 

マニフェスト伝票新規作成時の格納フォルダ設定(F)の箇所があります。 

通常は「マニフェスト伝票」になっています。 

選択･･･ボタンを押すとマニフェスト伝票フォルダの選択画面が出てきます。 

フォルダの追加(A)…ボタンを押すと、フォルダ名編集ボタンが出てきて、フォルダ

名称を入力の上追加ができます。 
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6.6.4. 日付やコードの設定 

 

交付番号の入力桁数とチェックデジット（各マニフェスト伝票の右端にある網掛け内の数

字）、顧客コード桁数、年度開始日の設定ができます。 

 

6.6.5. 権限機能 

この機能は商品を利用する人やパソコンを限定する場合に用います。 

 

6.6.6. 元号リスト 

システム情報画面の左下にある元号リストの編集(G)…ボタンをクリックします。 

ユーザー名、パスワードともに、 

英数小文字で「sanpai」と入力して
下さい。 

ログインできると、左記の画面が 

出てきます 
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元号が変わる（追加する）際に、追加(A)…ボタンを押します。 

 

 

 

年号の編集画面が出てきます。 

必要な項目を入力して、OK ボタンを押すと、リストに登録されます。 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. 委託契約書の作成 
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6.7.1. 委託契約書の新規作成 

 

委託契約書作成画面が出てきます。 

 

契約区分の設定は、○印を入力箇所にマウスポインタを持って行き、クリックします。 

委託契約書を作成する際は、 

簡易メニューより、 

委託契約書－委託契約書１新規作成委託契約書１新規作成委託契約書１新規作成委託契約書１新規作成 

をクリックします。 

簡易メニューを開いていない時は、 

メニューバー：文書(F)より、 

新規作成(N)－委託契約書委託契約書委託契約書委託契約書(D) 

をクリックします。 
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クリック後、選択箇所には丸印（楕円）が入ります。 

 

 

事業者（甲）の選択をする際に、右端に▼ボタンが出てきます。 

▼ボタンの箇所にマウスポインタを置き、クリックすると、右側に選択肢が出てきます。 

選択するボタンを押すと、事業者・事業場の一覧が出てきます。 

 

任意の業者を 1 つ選択します。 

 

 

選択した業者名、住所が入ってきます。 
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次に、その業者の代表者の名称を入力します。 

 

▼ボタンの箇所にマウスポインタを置き、クリックすると、別画面に選択肢が出てきます 

 

 

選択すると、内容に反映されます。 

 

 

 

 

収集運搬会社（乙）の登録も、事業者（甲）の登録と同じ手順で行います。 



 116

 

住所の箇所をクリックすると、右端に▼ボタンが出てきます。 

 

選択するボタンを押すと、事業者・事業場の一覧が出てきます。 

 

 

ここで収集運搬会社の選択をします。 

 

選択した内容が反映されます。 

 

 

収集運搬業者の「代表者」欄も、事業者同様、入力枠をクリックすると、右端に▼ボタン

が出てきます。 

 

▼ボタンをクリックすると、事業者情報の選択画面が出てきます。 
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選択してＯＫボタンを押した内容が反映されます。 

 

収集運搬業者の「許可番号（発生場所）」欄も、事業者同様、入力枠をクリックすると、右

端に▼ボタンが出てきます。 

 

 

 

▼ボタンをクリックすると、事業者情報の選択画面が出てきます。 
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選択してＯＫボタンを押した内容が反映されます。 

 

収集運搬業者の「処分場所」、「都道府県・政令市」欄も、事業者同様、入力枠をクリック

すると、右端に▼ボタンが出てきます。 
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事業者情報の選択画面が出てきます。 

 

選択してＯＫボタンを押した内容が反映されます。 

 

黄色枠の箇所は、契約区分の設定同様に、○印を入力箇所にマウスポインタを持って行

き、クリックします。 

契約区分の設定は、○印を入力箇所にマウスポインタを持って行き、クリックします。 

 

 

クリックした箇所に、丸印がはいります。 

 

２枚目の作成 
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２枚目以降の委託契約書の作成は水色の文字入力枠に文字を入れ、黄色の枠をクリッ

クすると、丸印の入力ができます。 
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３枚目も２枚目と同様に、水色の文字入力枠に文字を入れ、黄色の枠をクリックすると、

丸印の入力ができます。 
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４枚目も同様に水色の文字入力枠に文字を入れ、黄色の枠をクリックすると、 

丸印の入力ができます。 
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6.7.2. 印刷の前に 

 

プリンタの設定画面が出てきます。 

使用するプリンタと用紙サイズ、方向を確認して設定します。設定がよろしければ OK ボ

タンを押して閉じます。 

 

 

6.7.3. 印刷プレビューから印刷 

メニューバー：文書(F)より、印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー印刷プレビュー(V)をクリックします。 

 

印刷プレビュー画面が出ます（画面はデモ版のものです）。 

ここで印字の全体像を確認の上、印刷することができます。 

 

メニューバー：文書(F)より、 

プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定プリンタの設定(R)をクリックします。 
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6.7.4. 委託契約書の印刷 

出来ることなら、印刷プレビュー画面から印刷されることをお奨めします。 

印刷プレビュー画面より、印刷印刷印刷印刷(P)…ボタンを押します。 

 

OK ボタンを押す前に、用紙のセットを行ってください。 

 

印字調整は様式編集（様式マスタ）で行うことができます。 

また、背景ごと印刷する・しないの設定もできます。 

 

 

 

6.7.5. 作成した委託契約書を見る 

作成した委託契約書を見るときには、簡易メニューが表示されている場合、 

委託契約書－委託契約書の検索を押します。 

 

 

 

 

 

メニューバー：文書(F)より、 

印刷印刷印刷印刷(P)でも出てきます。 
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委託契約書の検索画面が出てきます。 

必要であれば、検索条件を加えて、案件を絞った形で委託契約書を見ることもできます。 

条件は、事業者・事業場、契約期間、検索タイトル（検索対象文字）です。 

 

 

簡易メニューが非表示の場合 

 

 

 

 

 

メニューバー：文書(F)より、 

委託契約書の一覧委託契約書の一覧委託契約書の一覧委託契約書の一覧(Y)をクリックします。 

検索(S)ボタンを押すと、作成した（検索条

件に準じた）委託契約書一覧が出てきます。 

委託契約書の一覧(Y)画面が出てきます。

タイトルをダブルクリックすると作成し

た委託契約書の表示ができます。 

 

検索(S)ボタンを押すと、検索条件を設定

し、それに準じた）委託契約書一覧が出て

きます。 
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7. 廃棄物集計の取り方 

集計に際して、出荷時点で７つの項目を用意しています。 

この項目を任意に設定し、集計を行うことができます。 

 

7.1.一覧・集計の編集 
一覧・集計の編集画面を出すには、メニューバー：一覧・集計(T)より、 

一覧・集計の編集一覧・集計の編集一覧・集計の編集一覧・集計の編集(Z) をクリックします。 

 

「一覧・集計リストの編集」画面が出てきます。 

この画面より、集計に関する下拵えをすることができます。 

 

追加(A)… ボタンを押すと、集計したい構成を追加することができます。 

また、このボタンを押すと、下の画面が出てきます。 

 

 
7.1.1. 見出し 

見出し見出し見出し見出しタグより 

地域情報より、 

集計対象地域の選択 

（P.34を御覧下さい）が 

できます。 
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7.1.2. 条件の設定 

条件条件条件条件タグより 

 

 

さらに設定選択肢が出てきます！さらに設定選択肢が出てきます！さらに設定選択肢が出てきます！さらに設定選択肢が出てきます！ 
 

 

マニフェスト伝票マニフェスト伝票マニフェスト伝票マニフェスト伝票タグより、 

 

出力対象のマニフェスト伝票を選択します。 

○ チェックの入っているものが検索対象となります。 

 

その他に、マニフェスト伝票状態も選択します。 

 

 

 

 

 

追加(A)… ボタンを押すと･･･、 
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期間期間期間期間タグより 

 

 

集計する対象（交付日付・運搬終了日・処分終了日）と期間か年度、 

マニフェストの区分（１次・２次）を選択します。 

 

 

地域地域地域地域タグの場合、 

 

地域の条件設定画面が出ます。 

地域条件リストの作成（登録）

ができます。 

 

追加(A)… ボタンを 

押すと･･･、 

検索条件のタイトルを登録します。 

 

またまた、追加(A)… ボタンを 

押すと･･･、 



 129

 

 

… ボタンを押すと、地域の一覧画面が出てきます。 

 

 

 

対象(T)より、 

以下の選択肢から選べます。 

地域を選択して、 

OK ボタンを押します。 

 

地域リストにない場合は、 

都道府県の追加(A) 

市町村の追加(S) 

 

何れかの手段で追加してください。 

地域の条件設定画面に戻ります。 

 

対象とマニフェスト伝票、地域を選択して

からOKボタンを押して下さい。 

 

メモメモメモメモ    

範囲外範囲外範囲外範囲外(B)(B)(B)(B)にチェックを入れると、にチェックを入れると、にチェックを入れると、にチェックを入れると、この地域以外この地域以外この地域以外この地域以外

の集計を行いますの集計を行いますの集計を行いますの集計を行います。。。。    

地域の検索条件設定画面に戻り、 

登録したものから１つ選んで 

OK ボタンを押します。 
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事業者・事業場事業者・事業場事業者・事業場事業者・事業場タグの場合 

 

 

対象選択肢より絞込みを行うことができます。 

あわせてマニフェストの選択もします。 

 

 

地域タグに戻ります。 

 

複数条件設定したら、この中の１つ

を選択します。 

対象(T)より、 

以下の選択肢から選べます。 
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廃棄物廃棄物廃棄物廃棄物タグの場合、 

 

 

廃棄物マスタの一覧画面が出てきます。 

 

集計対象としたい廃棄物を選択してください。 

 

処分方法処分方法処分方法処分方法タグより、 

 

対象となる廃棄物を登録します。 

 

またまた、追加(A)… ボタンを 

押すと･･･、 

対象となる処分方法を登録します。 

 

またまた、追加(A)… ボタンを 

押すと･･･、 
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その他その他その他その他タグ 

ここでは以下の項目を選択・設定ができます。 

一通り設定が終わると、一覧・集計の編集画面に戻ります。 

 

 

 

 

 

 

区分(C)：より、 

以下の選択肢から選べます。 

各選択肢とも処分方法（名称）があり、

その中に記載しているものから選ぶこ

とができます。 

設定した条件は残り、 

選択肢として利用できます。 

OK ボタンを押すと、 

設定した条件は残ります。 
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7.1.3. 出力項目 

出力項目の選択を行います。 

 

 

一覧・集計出力項目の一覧が出てきます。 

 

 

 

 

 

 

出力内容を登録します。 

 

追加(A)… ボタンを押すと･･･、 

出力項目リスト(L)より、 

出力したい項目を選択します。 

○ １つずつの選択です。 

Ctrlキー＋クリックは使えません。 

 

※ ： 

選択しても、印刷フォームに関連付

けがされていることが出力条件とな

ります 

画面が戻ると、 

出力項目の確認ができます。 

 

あとは任意に順番の並べ替えが 

できます 
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7.1.4. 印刷様式 

印刷に用いる様式の選択ができます。 

 

 

… ボタンを押すと、様式の選択ができます。 

 

ここで任意様式の選択をします。 

 

よって、各地域の実績報告書の作成も可能です（一部対応できない様式があります）。 

また、登録された内容は「見出し」として、メニューバーより、一覧･集計（一覧･集計（一覧･集計（一覧･集計（T））））に、登録した

見出しが出てきます。 

メモ： 
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